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平成２１年６月２３日 
 

都道府県医師会 
  感染症危機管理担当理事  殿 

 
日本医師会感染症危機管理対策室長  

飯 沼  雅 朗 
 

 
厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等の 

一部を改正する件の公布等について 
 

 
今般、厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等の一部を改正する件の

公布等について、厚生労働省健康局結核感染症課長より各都道府県等衛生主管部（局）

長宛通知がなされ、本会に対しましても周知方依頼がありました。 

本改正は、今般の新型インフルエンザ等感染症の病原体は「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律」に規定する四種病原体等に分類され、本病原体

の所持に当たっては、同法において施設基準及び保管の基準を遵守しなくてはならな

い旨規定されておりますが、同病原体については、米国疾病管理センター（ＣＤＣ）

等において、当該ウイルスの取扱いは規則に規定されているような厳密な取扱いは求

められていないこと、また、当該基準を求め続けることにより、今後のワクチン開発

等の研究に支障をきたすことが地方衛生研究所協議会感染症対策部会から提言された

ことに鑑み、同法施行規則に基づく「厚生労働省大臣が定める三種病原体等及び四種

病原体等」に今般の新型インフルエンザ等感染症の病原体を追加し、施設基準等の一

部の適用除外を認めるものであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市

区医師会等に対し、周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。 

 
 



事 務 連 絡 
平成２１年 ６ 月１８日 

 
 
 社団法人日本医師会 
 感染症危機管理対策室長 飯沼 雅朗 殿 
 
 

厚生労働省健康局結核感染症課長 
 
 
 

厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等の 
一部を改正する件の公布等について（周知依頼） 

 
 
 平素より病原体等の適切な管理についてご尽力いただき厚く御礼申し上げま

す。 
 標記について、本日付官報に掲載されましたのでお知らせいたします。併せ

て、別添のとおり各地方自治体あてに通知しましたのでお知らせいたします。 
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O
法
務
省
告
示
第
二
百
八
十
七
号

　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
ヒ
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
留
学
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
の
規
定
及
び
法
別
表
第
一
の
四
の
表

の
就
学
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項

第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
留
学
及
び
就
学
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
語
教
育
機
関
等
を

定
め
る
件
（
平
成
二
年
法
務
省
告
示
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
　
森
　
　
英
介

　
別
表
第
一
の
専
門
学
校
穴
吹
デ
ザ
イ
ン
ビ
ュ
ー
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
の
項
を
削
る
。

　
別
表
第
二
の
新
大
阪
予
備
校
留
学
生
科
の
項
中
「
新
大
阪
予
備
校
留
学
生
科
」
を
「
新
大
阪
外
国
語
学
院
」
に
改
め

る
。　

別
表
第
五
の
四
国
国
際
学
院
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
専
門
学
校
穴
吹
デ
ザ
イ
ン
ビ
ュ
ー
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
島
県

O
外
務
省
告
示
第
三
百
二
十
四
号

　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
五
日
に
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
で
、

人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要

の
書
簡
の
交
換
が
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
と
の
間

に
行
わ
れ
た
。

1
　
援
助
の
目
的
及
ぴ
内
容
　
人
材
育
成
奨
学
計
画
を
実

　
施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の
購
入

2
　
贈
与
の
限
度
額
　
二
億
九
千
七
百
万
円

3
　
贈
与
の
供
与
期
限
　
平
成
二
十
ヒ
年
二
月
二
十
八
日

　
ま
で

4
　
署
名
者

　
日
本
側
宮
下
正
明
在
ラ
オ
ス
大
使

　
ラ
オ
ス
側
　
ポ
ン
サ
ワ
ッ
ト
・
ブ
ッ
パ
ー
外
務
副
大
臣

　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
　
中
曽
根
弘
文

O
外
務
省
告
示
第
三
百
二
十
五
号

　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
に
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル

で
、
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
高
架
橋
建
設
計
画
の
た
め
の
贈

与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
モ
ン
ゴ
ル
国
政

府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

1
　
援
助
の
目
的
及
び
内
容
　
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
市
高
架

　
橋
建
設
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び

　
役
務
の
購
入

2
　
贈
与
の
限
度
額
　
三
十
六
億
五
千
八
百
万
円

3
　
贈
与
の
供
与
期
限
　
平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日

　
ま
で

4
　
署
名
者

　
日
　
本
　
側
　
城
所
卓
雄
在
モ
ン
ゴ
ル
大
使

　
モ
ン
ゴ
ル
側
　
ス
フ
バ
ー
タ
ル
・
バ
ト
ボ
ル
ド
外
交
・

　
　
　
　
　
　
　
貿
易
大
臣

　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
　
中
曽
根
弘
文

O
外
務
省
告
示
第
三
百
二
十
六
号

　
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
に
北
京
で
、
人
材
育
成
奨
学

計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換

が
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

1
　
援
助
の
目
的
及
び
内
容
　
人
材
育
成
奨
学
計
画
を
実

　
施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の
購
入

2
　
贈
与
の
限
度
額
　
五
億
五
千
六
百
万
円

3
　
贈
与
の
供
与
期
限
　
平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日

　
ま
で

4
　
署
名
者

　
日
本
側
　
宮
本
雄
二
在
中
国
大
使

　
中
国
側
　
易
小
準
商
務
部
副
部
長

　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
　
中
曽
根
弘
文

晶
霧
翫
告
示
筆
三
号

　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
五
十
七
号
）
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

二
＋
年
九
月
三
＋
贔
霧
翫
告
示
第
三
＋
五
号
（
株

式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
同
条
の
主
務
大
臣
の
定
め
る
利
率
を
定
め
る

等
の
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
与
謝
野
　
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
石
破
　
　
茂

　
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

償
　
還
　
期
　
限

利
　
　
率

六
年
以
下

年
一
分
五
厘
五
毛

六
年
を
超
え
七
年
以
下

年
一
分
六
厘

七
年
を
超
え
八
年
以
下

年
一
分
七
厘

八
年
を
超
え
九
年
以
下

年
一
分
八
厘

九
年
を
超
え
十
一
年
以
下

年
一
分
九
厘

十
一
年
を
超
え
十
二
年
以
下

年
二
分

十
二
年
を
超
え
十
三
年
以
下

年
二
分
一
厘

十
三
年
を
超
え
十
五
年
以
下

年
二
分
二
厘

十
五
年
を
超
え
十
七
年
以
下

年
二
分
三
厘

十
七
年
を
超
え
二
十
五
年
以
下

年
二
分
三
厘
五
毛

二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

償
　
還
　
期
　
限

利
　
　
率

六
年
以
下

年
一
分

六
年
を
超
え
七
年
以
下

年
一
分
五
毛

七
年
を
超
え
八
年
以
下

年
一
分
一
厘
五
毛

八
年
を
超
え
九
年
以
下

年
一
分
二
厘
五
毛

九
年
を
超
え
十
一
年
以
下

年
一
分
三
厘
五
毛

十
一
年
を
超
え
十
二
年
以
下

年
一
分
四
厘
五
毛

十
二
年
を
超
え
十
三
年
以
下

年
一
分
五
厘
五
毛

十
三
年
を
超
え
十
五
年
以
下

年
一
分
六
厘
五
毛

十
五
年
を
超
え
十
七
年
以
下

年
一
分
七
厘
五
毛

十
七
年
を
超
え
三
十
五
年
以
下

年
一
分
八
厘

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

が
締
結
し
た
貸
付
契
約
に
係
る
貸
付
金
に
つ
い
て
の
貸
付

け
の
利
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
号

　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九

号
）
第
三
十
一
条
の
三
十
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

三
十
一
条
の
三
十
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
三
種
病
原
体
等
及
び
四
種
病
原
体
等

（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
2
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

昌
N
　
盗
遵
怒
ω
H
融
3
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豊
ω
温
滴
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昌
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温
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π
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一
麹
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ω
“
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㌔
．
旭
貯
聴
魯
汁
＝
凶
な
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崩
圏
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嬉
“
釣
砦
π
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3
k
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ぴ
。
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へ
て
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V
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．
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猷
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猷
o
パ
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つ
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π
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叫
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ε
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①
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嵐
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3
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q
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C
洋
覇
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劇
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ま
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①
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D
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∩
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猷
踏
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司
弓
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ω
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田
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旨
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叫
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洋
爵
無
謄
3
へ
▽
刈
亭
H
▽
鴫
＞
昏
ヘ
セ
×
代

　
　
　
懸
蔓
3
前
膳
酵
判
加
＼
羅
8
嵐
餓
鳳
竃
二
堂
艸
σ
臼

　
　
　
κ

　
N
　
へ
▽
刈
、
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マ
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パ
’
卵
3
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一
楼
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＝
一
Z
一
嶺
猷
酬
δ
3

0
厚
生
労
働
省
吾
示
第
三
百
三
十
一
号

　
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
四
十
四
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
型
式
検
定

合
格
証
の
効
力
を
失
わ
せ
た
の
で
、
機
械
等
検
定
規
則
（
昭

和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
五
号
）
第
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
き
告
示
す
る
。

　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

一
　
品
名
　
防
じ
ん
マ
ス
ク

ニ
　
型
式
の
名
称
　
G
K
二
二
〇
〇
A
一
V

三
　
型
式
検
定
合
格
番
号
　
第
T
M
二
六
六
号

四
　
型
式
検
定
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
者
の
名
称
　
三

　
暉
商
事
有
限
会
社

五
　
型
式
検
定
合
格
証
の
効
力
を
失
わ
せ
た
年
月
日
　
平

　
成
二
十
一
年
六
月
八
日

O
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
十
二
号

　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

　
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
石
破
　
　
茂





疾患の名称 疾病分類 BSL
ガナリトウイルス
サビアウイルス
フニンウイルス
マチュポウイルス

アレナウイルス属 ラッサウイルス ラッサ熱 1 4
アイボリーコーストエボラウイルス
ザイールウイルス
スーダンエボラウイルス
レストンエボラウイルス

オルソポックスウイルス属 バリオラウイルス（別名痘そうウイルス） 痘そう 1 4

ナイロウイルス属
クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス（別名クリミア・コンゴ
出血熱ウイルス）

クリミア・コンゴ出血熱 1 4

マールブルグウイルス属 レイクビクトリアマールブルグウイルス マールブルグ病 1 4

B エルシニア属 ペスティス（別名ペスト菌） ペスト 1 3
Ｃ クロストリジウム属 ボツリヌム（別名ボツリヌス菌） ボツリヌス症 4 2

Ｂ コロナウイルス属 ＳＡＲＳコロナウイルス
重症急性呼吸器症候群（病原体
がSARSコロナウイルス）

2 3

Ｂ バシラス属 アントラシス(別名炭疽菌） 炭疽 4 3
Ｂ フランシセラ属 ツラレンシス（別名野兎病菌）（亜種ツラレンシス及びホルアークティカ） 野兎病 4 3
Ｃ ボツリヌス毒素 ボツリヌス症 4 2

Ｄ アルファウイルス属
イースタンエクインエンセファリティスウイルス（別名東部ウマ脳炎ウ
イルス）

東部ウマ脳炎 4 3

Ｄ アルファウイルス属
ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス（別名西部ウマ脳炎ウ
イルス）

西部ウマ脳炎 4 3

Ｄ アルファウイルス属
ベネズエラエクインエンセファリティスウイルス（別名ベネズエラウマ
脳炎ウイルス）

ベネズエラウマ脳炎 4 3

Ｅ オルソポックスウイルス属 モンキーポックスウイルス（別名サル痘ウイルス） サル痘 4 2
Ｄ コクシエラ属 バーネッティイ Ｑ熱 4 3
Ｄ コクシディオイデス属 イミチス コクシジオイデス症 4 3
Ｄ シンプレックスウイルス属 Bウイルス Ｂウイルス病 4 3
Ｄ バークホルデリア属 シュードマレイ（別名類鼻疽菌） 類鼻疽 4 3
Ｄ バークホルデリア属 マレイ（別名鼻疽菌） 鼻疽 4 3

アンデスウイルス
シンノンブレウイルス
ニューヨークウイルス
バヨウウイルス
ブラッククリークカナルウイルス
ラグナネグラウイルス
ソウルウイルス
ドブラバーベルグレドウイルス
ハンタンウイルス
プーマラウイルス

Ｄ フレボウイルス属 リフトバレーフィーバーウイルス（別名リフトバレー熱ウイルス） リフトバレー熱 4 3

Ｄ フラビウイルス属
オムスクヘモラジックフィーバーウイルス（別名オムスク出血熱ウイ
ルス）

オムスク出血熱 4 3

Ｄ フラビウイルス属
キャサヌルフォレストディジーズウイルス（別名キャサヌル森林病ウ
イルス）

キャサヌル森林病 4 3

Ｄ フラビウイルス属
ティックボーンエンセファリティスウイルス（別名ダニ媒介脳炎ウイル
ス）

ダニ媒介脳炎 4 3

アボルタス（別名ウシ流産菌）
カニス（別名イヌ流産菌）
スイス（別名ブタ流産菌）
メリテンシス（別名マルタ熱菌）

Ｄ ヘニパウイルス属 ニパウイルス ニパウイルス感染症 4 3
Ｄ ヘニパウイルス属 ヘンドラウイルス ヘンドラウイルス感染症 4 3

Ｄ マイコバクテリウム属
ツベルクローシス（別名結核菌）（イソニコチン酸ヒドラジド及びリファ
ンピシンに対し耐性を有するもの（多剤耐性結核菌）に限る）

結核 2 3

Ｄ リケッチア属 ジャポニカ（別名日本紅斑熱リケッチア） 日本紅斑熱 4 3
Ｄ リケッチア属 ロワゼキイ（別名発しんチフスリケッチア） 発しんチフス 4 3
Ｄ リケッチア属 リケッチイ（別名ロッキー山紅斑熱リケッチア） ロッキー山紅斑熱 4 3
Ｄ レイビーズウイルス（別名狂犬病ウイルス） 4 3
Ｅ レイビーズウイルス（別名狂犬病ウイルス）のうち固定毒株（弱毒株） 4 2

Ｇ インフルエンザウイルスA属
インフルエンザＡウイルス（血清亜型がH2N2のもので新型インフル
エンザ等感染症の病原体を除く）

インフルエンザ 5 2

Ｆ
インフルエンザＡウイルス（血清亜型がH5N1又はH7N7のもので新
型インフルエンザ等感染症の病原体を除く）

4* 3

Ｇ
インフルエンザＡウイルス（血清亜型がH5N1又はH7N7のもので新
型インフルエンザ等感染症の病原体を除く）のうち弱毒株

4* 2

Ｆ
インフルエンザＡウイルス（新型インフルエンザ等感染症の病原体で
血清亜型がＨ１Ｎ１を除く）

新型インフルエンザ等感染症 3

Ｇ
インフルエンザＡウイルス（血清亜型がH1N1のもので新型インフル
エンザ等感染症の病原体）

新型インフルエンザ等感染症 2

Ｇ エシェリヒア属 コリー（別名大腸菌）（腸管出血性大腸菌に限る） 腸管出血性大腸菌感染症 3 2
Ｇ エンテロウイルス属 ポリオウイルス 急性灰白髄炎 2 2
Ｇ クラミドフィラ属 シッタシ（別名オウム病クラミジア） オウム病 4 2
Ｇ クリプトスポリジウム属 パルバム（遺伝子型がⅠ型、Ⅱ型のもの） クリプトスポリジウム症 5 2
Ｆ サルモネラ属 エンテリカ（血清亜型がタイフィのもの） 腸チフス 3 3
Ｆ サルモネラ属 エンテリカ（血清亜型がパラタイフィＡのもの） パラチフス 3 3

ソンネイ
デイゼンテリエ
フレキシネリー
ボイデイ

Ｇ ビブリオ属 コレラ（別名コレラ菌）（血清型がO1、O139のもの） コレラ 3 2
Ｆ フラビウイルス属 イエローフィーバーウイルス（別名黄熱ウイルス） 黄熱 4 3
Ｆ フラビウイルス属 ウエストナイルウイルス ウエストナイル熱 4 3
Ｇ フラビウイルス属 デングウイルス デング熱 4 2
Ｇ フラビウイルス属 ジャパニーズエンセファリティスウイルス（別名日本脳炎ウイルス） 日本脳炎 4 2
Ｆ マイコバクテリウム属 ツベルクローシス（別名結核菌）（多剤耐性結核菌を除く） 結核 2 3
Ｇ 志賀毒素 細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症等 3 2

※別名等については「微生物学用語集 英和・和英」（南山堂）（日本細菌学会選定、日本細菌学会用語委員会編）を参考とした。　*鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(H5N1）に限り2類感染症

病原体等の名称と疾患名称の対照表

エボラウイルス属
一種病原体等

アレナウイルス属

参　　　考
病原体等の名称

ハンタウイルス肺症候群

＊

南米出血熱

Ｇ

A
エボラ出血熱 41

腎症候性出血熱 4

3

3

インフルエンザウイルスA属

Ｄ

Ｄ

4

4

ハンタウイルス属

Ｄ

リッサウイルス属

1

二種病原体等

ブルセラ属

シゲラ属(別名赤痢菌）

鳥インフルエンザ

狂犬病

インフルエンザウイルスA属

四種病原体等

三種病原体等

ハンタウイルス属

3

細菌性赤痢 3 2

4ブルセラ症




